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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成23年4月26日及び5月24日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 23

年6月29日開催予定の第64回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

記 
 

1. 変更の理由 

(1)当社の事業内容をより明確にするため、および事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追

加するものであります。 

(2)補欠監査役の選任に係る決議の効力を有する期間を伸長するため、第 28 条（補欠監査役の予選の

効力）を新設するものであります。 

(3)その他、条文の新設に伴い、条数及び一部字句の整理を行うものであります。 

（注）(1)は平成 23 年 4 月 26 日開催の取締役会決議、(2)および(3)は平成 23 年 5 月 24 日開催の取

締役会決議によるものであります。 

 

2. 変更の内容     

現行定款と変更案の内容は次のとおりであります。 
(下線は変更箇所を示しております) 

 
現 行 定 款 変 更 案 

 第１条 （条文省略）   第１条 （現行どおり） 

  第２条 （目的） 

  当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

  １～９ （条文省略） 

（新設）  

  

  

 10～18

  第２条 （目的） 

 （条文省略） 

  当会社は次の事業を営むことを目的とする。 

  １～９ （現行どおり） 

  10. 

  

情報通信技術に関連する情報提供サービスと通信端末機器等

の販売およびレンタル、ならびにこれらに付随する機器等の

設置工事 

11～19 （現行どおり） 

 第３条～第19条 （条文省略）  第３条～第19条 （現行どおり） 

  第20条 (任期) 

  1. 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結のとき

  2.  補欠または増員により選任された取締役の任期は在任取締役

の任期の満了する

までとする。 

とき

  第20条 (任期) 

までとする。 

  1. 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

  2.  補欠または増員により選任された取締役の任期は在任取締役

の任期の満了する時までとする。 

  第21条～第27条（条文省略）   第21条～第27条（現行どおり）  

（新設）   

 

第28条 （補欠監査役の予選の効力） 

補欠監査役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、４年

後の定時株主総会の開始の時までとする。 



  

 第28

 1. 監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の

条 (任期) 

とき

 2. 補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期

の満了する

までとする。 

とき

  第

までとする。  

29

 1. 監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

条 (任期) 

 2. 補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期

の満了する時までとする。 

  第29条～第35   第条（条文省略）   30条～第36条（現行どおり） 

 第36

  1.  会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の

条 （任期） 

とき

  2. （条文省略） 

までとす

る。 

  第37

  1. 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする｡ 

条 （任期） 

   

2.  （現行どおり） 

  第37条～第40   第条（条文省略） 38条～第41条（現行どおり） 

 

3． 日程 

定時株主総会開催日   平成23年6月29日 

効力発生日       平成23年6月29日 

以上 


